
議案第１６１号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市中部リハビリテーションセンター 

 ・井田障害者センター 

・井田日中活動センター 

・井田地域生活支援センター 

(2) 所在地 川崎市中原区井田３丁目１６番１号 

(3) 設置条例 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例 

(4) 設置目的 ①（井田障害者センター） 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」に基づき、在宅の重度の障害をお持ちの方またはその介護者に

対して、直接生活の場において、機能訓練、介護方法の指導、保健

指導、家屋改造、福祉用具等の各種相談・助言等、訪問によるリハ

ビリテーションサービスを実施し、福祉の増進を図ることを目的と

する。 

②（井田日中活動センター） 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」の規定に基づき、在宅の障害者に対して、創作的活動や生活能

力の向上のために必要な訓練、就労に必要な知識及び能力の向上の

ために必要な訓練、求職活動に関する支援等一般就労に向けた支援

の提供等を行い、もって利用者の自立の促進や在宅生活の質の向上

を図ることを目的とする。 

③（井田地域生活支援センター） 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」及び「川崎市地域活動支援センターＡ型運営事業実施要綱」の

規定に基づき、相談支援、創作的活動や生産活動の機会の提供、社

会との交流の促進、その他の日常生活に必要な便宜の供与等を行う

とともに、他機関と連携した包括的生活支援業務、地域住民ボラン

ティア育成、障害に対する理解促進のための普及啓発等の事業を実

施し、並びに、「川崎市精神障害者地域移行・地域定着支援体制整

備事業実施要綱」に基づき、精神科病院に入院している障害者の地

域移行・地域定着支援、及びその推進体制の整備を行い、もって障

害者の地域生活支援の促進に寄与することを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ①（井田障害者センター） 

・すべての障害者及びその介護者に対する専門的な相談に関するこ

と。 

・障害者に対する医学的、心理学的、社会学的及び職能的な診断、

治療、訓練、検査及び評価に関すること。 

・訪問による各種相談支援、専門評価、介助方法の指導、個別機能

訓練、動作訓練、補装具及び座位保持装置の作成、住環境整備、福

祉用具の紹介・評価に関すること。 
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②（井田日中活動センター） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援（Ｂ

型）に関すること。 

③（井田地域生活支援センター） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

規定する相談支援、地域活動支援センター業務に関すること。 

・川崎市精神障害者地域移行、地域定着支援体制整備事業に関する

こと。 

・市民相互の交流を促進するために会議室を利用に供すること。

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 中部リハビリテーションセンター共同事業体 

代表者 社会福祉法人川崎聖風福祉会 

理事長 佐々木 元行 

構成員 社会福祉法人 県央福祉会 

理事長 佐瀬 睦夫 

構成員 有限会社訪問看護リハビリテーションネットワーク 

    代表取締役 大森 豊 

所 在 地 川崎市川崎区池上新町３丁目１番地８

代 表 者 社会福祉法人川崎聖風福祉会 

所 在 地 川崎市川崎区池上新町３丁目１番地８

代 表 者 名 理事長 佐々木 元行

設立年月  昭和４３年８月１２日

資産総額  １４億１，３１７万４，７９２円

職 員 数 ２４７人

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ

う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した

生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。

事 業 概 要 
（平成２５年度） 

（１）ノーマ・ヴィラージュ聖風苑における救護施設、障害者福祉サービス

事業、居宅サービス事業、介護予防サービス事業、居宅介護支援事業の実施

（２）川崎市恵楽園における養護老人ホーム、居宅サービス事業、介護予防

サービス事業及び居宅介護支援事業の実施 

（３）川崎市社会復帰訓練所及び桜の風における障害者福祉サービス事業の

実施 

（４）かわさき基幹相談支援センター及びもとすみ地域相談支援センターに

おける相談支援事業の実施 

（５）川崎市自立支援センターにおける隣保事業の実施 

（６）川崎市地域活動支援センターなのはなにおける地域活動支援センター

事業の実施 
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決   算 
（平成２５年度） 

経常収入計(1)             １，２７２，４３１，５２１円 

経常支出計(2)             １，２７４，２７２，８１７円 

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       △１，８４１，２９６円 

施設整備等収入計(4)             １０，５８１，５９０円 

施設整備等支出計(5)             １９，２９３，４９５円 

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)      △８，７１１，９０５円 

財務収入計(7)                   １３０，０００円 

財務支出計(8)                 ２，２８２，４３９円 

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       △２，１５２，４３９円

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)    △１２，７０５，６４０円 

前期末支払資金残高(11)           ３２２，１８５，３６４円 

当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)      ３０９，４７９，７２４円 

構 成 員 社会福祉法人県央福祉会 

所 在 地 神奈川県大和市柳橋５丁目３番地１ 

代 表 者 名 理事長 佐瀬 睦夫 

設 立 年 月 昭和５８年１月１４日 

資 産 総 額 ２８億８６万７，０２７円 

職 員 数 １，１６６人 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ

う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した

生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。

事 業 概 要 
（平成２５年度）

（１）社会福祉事業として障害者の生活介護、老人訪問介護及び保育所等の

事業を川崎市、横浜市、相模原市のほかに神奈川県内６市で実施

（２）公益事業として障害者就労援助や自立生活アシスタント派遣等の事業

を川崎市、横浜市のほかに神奈川県内３市で実施

決 算 
（平成２５年度）

就労支援事業収入計(1)           １６０，２３７，３７４円 

就労支援事業支出計(2)           １５９，８４０，３７４円 

就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      ３９７，０００円 

福祉事業収入計(4)           ４，５８０，３２７，６３４円 

福祉事業支出計(5)           ４，４１８，１８０，４８７円 

福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)    １６２，１４７，１４７円 

施設整備等収入計(7)             １３，５５９，３３９円 

施設整備等支出計(8)            ７２９，６１５，５８６円 

施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)    △７１６，０５６，２４７円 

財務収入計(10)             １，１９３，８３０，６７９円 

財務支出計(11)               ３８３，４４３，５３２円 

財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)     ８１０，３８７，１４７円 

予備費(13)                           ０円 

当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12) ２５６，８７５，０４７円 

前期末支払資金残高(15)           ９６３，２００，７５３円 

当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)    １，２２０，０７５，８００円 
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構 成 員 有限会社訪問看護リハビリテーションネットワーク 

所 在 地 川崎市麻生区百合丘１丁目１８番地５アビタシオン百合ヶ丘２０３号 

代 表 者 名 代表取締役 大森 豊 

設 立 年 月 平成１７年３月２３日 

資 本 の 額 ３００万円 

従 業 員 数 １０人 

設 立 目 的 次の事業を営むことを目的とする。

（１）介護保険法に基づく居宅サービス事業

（２）介護保険法に基づく介護予防サービス事業

（３）訪問介護

（４）訪問看護

（５）福祉介護用具の貸与・販売

（６）介護保険法に基づく居宅介護支援事業

（７）前各号に附帯する一切の業務 

事 業 概 要 
（平成２５年度）

訪問看護リハビリテーション麻生を拠点に川崎市多摩区、麻生区及び東京都

稲城市を対象地域として居宅サービスや訪問看護等の事業を実施

決 算 
（平成２５年度）

売上総利益(1)               １０５，６０８，３２６円 

販売費及び一般管理費(2)           ９６，９５１，１３５円 

営業利益(3)=(1)-(2)              ８，６５７，１９１円 

営業外収益(4)                   ７４２，０４１円 

営業外費用(5)                   ４７９，３７８円 

経常利益(6)=(3)+(4)-(5)            ８，９１９，８５４円 

法人税・住民税・事業税(7)           １，９０６，２００円 

当期純利益(8)=(6)-(7)             ７，０１３，６５４円 

３ 指定期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 
・あらゆる障害者に対して相談しやすい地域に根ざした専門的相

談機能を果たす。 

・生活の質の向上を図るリハビリテーション技術の確立や支援者

への普及を行うことを通じて、入所施設から地域へ戻るにあた

り、必要な住まい、福祉サービス、日常生活や医療面でのケアな

どの専門的なリハビリテーション技術を提供する取組を実施す

る。 

・障害者が心豊かな生活を目指していけるように支援を実施す

る。 
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施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等）

・中部リハビリテーションセンター内の各機能その他の関係機関

等と連携を図り、医師、理学療法士、作業療法士、心理職等の専

門職員によって障害者の地域での生活の質の向上及び様々な問

題解決のために、身体機能の維持・改善練習、介護指導及び福祉

用具等の選定・操作方法の指導等の総合的な支援を実施する。 

・生活介護、生活訓練、就労移行支援、就労継続支援に係るサー

ビスを提供し、利用者の自立の促進や在宅生活の質の向上を図る

ための取組を実施する。 

・地域生活サポート、ピアサポート、相談支援、地域移行・地域

定着支援、地域交流を実施し、障害者の地域支援及び入院してい

る障害者の地域移行・地域定着支援等を一体的に行う。 

他機関等との連携 ・地域の障害者施設や事業者と連携するとともに情報交換等によ

り地域へ密着すべきサービスが片面的にならないよう取組を実

施する。 

・県央福祉会は、神奈川県内での事業運営の実績があり、サービ

ス提供に係る方法や技術等について、県域における共有を図るこ

とができる。 

・共同事業体として共に運営を行う井田障害者センター及び井田

日中活動センターや、近隣施設の桜の風と定期的な連絡会を確立

し、連携体制の強化を図る。

課題の把握及び重点取組 ・言葉遣い等を含めた接遇が利用者の尊厳を傷つけないための配

慮を常に考え、その実践に向けて意識を高めるよう研修等を通じ

た取組を実施する。 

・利用者の障害特性を把握するために定期的なアセスメントを実

施する。 

・障害者の地域移行・地域定着支援及び地域生活支援を推進する

ためには、医療機関、地域の相談支援機関及びグループホームな

ど日常生活援助を提供できる社会資源等との密接な連携が必要

であることから市内の連携体制の強化に向けた取組を実施する。

その他の事業提案 ・川崎市の中部地域には、循環器疾患に係る在宅生活をケアでき

る機関や在宅生活への橋渡しを行う機関が少ないと考えており、

循環器疾患を有する障害者が入退院を繰り返さず在宅ケアでき

るシステムの構築について取り組む。 

・川崎市が目指している都市型の地域包括ケアシステムへの効果

的な関わりができるよう取り組む。 

・川崎聖風福祉会が近隣施設である桜の風（もみの木）の指定管

理業務を担っている特性を活かし、井田地域生活支援センターと

の連携のもと、きめ細やかで効果的な支援を実施する。 
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６ 収支計画 

（１）井田障害者センター                               (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 78,895 78,895 78,895 78,895 78,895 394,475

 指定管理料 78,895 78,895 78,895 78,895 78,895 394,475

自立支援費等収入 0 0 0 0 0 0

その他の収入 0 0 0 0 0 0

支  出 76,504 75,863 76,638 77,429 78,238 384,672

（２）井田日中活動センター                       (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 112,277 112,277 112,277 112,277 112,277 561,385

 指定管理料 0 0 0 0 0 0

自立支援費等収入 112,277 112,277 112,277 112,277 112,277 561,385

 その他の収入 0 0 0 0 0 0

支  出 112,258 112,258 112,258 112,258 112,258 561,290

（３）井田地域活動支援センター                     (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 合 計 

 収  入 39,773 40,179 40,585 40,991 41,396 202,924

 指定管理料 37,743 37,743 37,743 37,743 37,743 188,715

自立支援費等収入 2,030 2,436 2,842 3,248 3,653 14,209

その他の収入 0 0 0 0 0 0

支  出 39,629 40,078 40,319 40,578 40,852 201,456
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別紙 

川崎市中部リハビリテーションセンターの指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応 募 団 体：１団体（中部リハビリテーションセンター共同事業体）  

２ 民間活用推進委員会委員 

【学識経験者】渡部 匡隆 （横浜国立大学教授） 

【学識経験者】白石 弘巳 （東洋大学教授） 

【学識経験者】冨永 健太郎（田園調布学園大学専任講師） 

【専門的知識を有する者】芳垣 康彦 （横浜市鶴見区精神障害者生活支援センター所長）

【財務専門家】渡邊  仁 （公認会計士） 

３ 選定理由 

応募団体からは、在宅の障害者に対して、創作的活動や生活能力等に係る訓練や支援を実

施し、自立の促進や在宅生活の質の向上を図ること、訪問によるリハビリテーション等のサ

ービスを実施し、福祉の増進を図ること、また、他機関と連携した包括的生活支援の実施や

障害に対する理解促進の普及啓発活動、並びに精神科病院に入院している障害者の地域移

行・地域定着支援と、その推進体制の整備を行うことなどの提案がなされ、中部リハビリテ

ーションセンターの設置目的である「障害のある方が住み慣れた地域で生き生きと暮らせる

よう支援していくこと」に対応していけるものである。 

事業や収支計画も妥当であり、危機管理等の取組も含めて総合的に評価できることから、

選定したものである。 

（１）事業目的の達成とサービスの向上への取組について 

当該施設の設置目的を十分に理解し、障害種別、年齢、性別、疾患を問わず、障害者に対

する生活訓練や相談等の支援をリハビリテーション技術の確立や支援者への普及を行うな

どの提案がなされ、全ての障害者やその介護者及び支援者に対して効果的、専門的な役割を

果たすことが見込まれる点などを評価した。 

（２）事業経営計画と管理経費縮減等への取組について 

施設運営に対する考え方は、事業計画と整合がとれており、無駄のない収支計画となって

いる点を評価した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組について 

業務の特性を十分に踏まえ、研修に関する取組が充実しているとともに、近隣施設との連

携や適切な職員体制である点などを評価した。 

（４）応募団体自身についての評価について 

応募団体の各法人は、障害者施設や類似施設の運営と関連事業の実績が豊富であるととも

に、他施設の指定管理者の実績もあり、安定した管理運営が見込まれる点などを評価した。 

（５）応募団体の取組について 

応募団体の各法人の組織及び運営に関する規定等が整備され、個人情報保護や法令順守に

対する意識が適正であり、共同事業体内部の連携体制も図られている点を評価した。 
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４ 審査結果（※基準点６００点以上） 

選定基準 配点 
中部リハビリテーション 
センター共同事業体 

①事業目的の達成とサー
ビスの向上への取組 

  ３５０点 ２３５点 

②事業経営計画と管理経
費縮減等への取組 

  ２７５点 １７６点 

③事業の安定性及び継続
性の確保への取組 

  ２００点 １３１点 

④応募団体自身について
の評価 

  １００点  ７２点 

⑤応募団体の取組    ７５点  ５０点 

合 計 １，０００点 ６６４点 

※配点は委員一人あたり２００点
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